参考資料：委託費の対象経費
１．趣旨
本資料は、能登官民連携復興センター等の中間支援的役割を担う団体に対する委託事業において、申請書に記載いただく経費の目安を示すものです。経費は、事業の遂行に必要かつ経済的・合理的であることが前提となります。人件費をはじめ各費目は、地域の一般的な水準を逸脱しない範囲で設定してください。
２．対象経費と対象外経費（例示）
	区分
	対象となる経費（例示）
	対象外経費（例示）

	人件費
	事業に直接従事する職員の給与・賃金等。
例：コーディネーター、事務局スタッフ、広報担当など。複数事業を兼務する場合は按分を行う。
	役員報酬、事業に直接関与しない管理職給与、ボランティアへの謝礼など。


	謝金
	外部有識者、講師、専門家等への講演・助言等に係る謝金。
例：専門家による研修講師料、調査助言など。
	団体職員・役員への支払い、個人的な謝礼、寄附的な支出。

	旅費交通費
	事業遂行に必要な出張・現地調査・打合せ等に係る交通費・宿泊費・燃料費。
例：現地調整のための出張費、能登内移動費など。
	通勤費、私用の交通費、日当、出張時の飲食費。
例：朝食付きプランの朝食代
は除外

	消耗品費・備品費
	事業に必要な文具・記録用機器・作業用品等の購入費。
例：コピー用紙、外付けハードディスク、簡易展示資材など。
	汎用的で個人利用と区別できない物品、高額備品（10万円以上）、私物購入。

	会議費
	関係団体・専門家・企業等との会議に要する会場費・資料印刷費・飲料費。
例：復興連携会議の開催費、打合せ資料作成費など。
※会議費の飲料代は500円上限/回
	懇親会・飲食を伴う交流会・会食費（軽飲料を除く）。

	委託費
	一部業務の外部委託に要する経費。
例：調査、広報物制作、経理補助、デザイン、Web更新等。
	事業全体の丸投げ委託、再委託の承認を得ない外部委託。

	賃借料
	事務所、機材、車両等の賃借に要する経費。
例：事業用オフィス賃料、会議室・機材レンタル費など。
	自己所有物（自宅・自車等）への支払い、敷金・礼金および資産取得とみなされる支払い。
注）複数の事業を同一事務所で行う場合は按分を徹底。

	その他経費
	印刷費、通信費、保険料、郵送費など、事業運営上必要な経費。
	施設整備費、交際費、寄附金、税金（控除対象外消費税含む）、借入金返済等。


３．その他留意事項
（1）証憑書類の保存
　支出に関する領収書、契約書等の証拠書類は、事業終了後５年間保管してくさ　
　い。
（2）報告義務
実績報告書には、経費の内訳・再委託の明細等を添付し、適正な執行を確認でき
るようにしてください。
（3）契約変更・再委託
委託内容や経費区分を変更する場合、また再委託を行う場合は、必ず事前に
協議・承認を得てください。
（4）委託費の返還
不適切な経費支出、対象外経費への充当等が確認された場合は、委託費の一部
または全額を返還いただく場合があります。
４．備考
上記は代表的な例示であり、実際の事業内容に応じて個別に判断します。詳細は事前協議のうえ決定します。
